
 
 
 
 
 
 
 
※ＤＣとは Defined Contribution の略＝確定拠出年金のことです。  平成２０年１０月２４日 ＮＯ．６０ 
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やその充実がより重要となっていることについて

は、皆さんの知るところです。 

ま

※

平成 21 年度税制改正要望の内容が、各省庁か

ら発表されています。確定拠出年金制度に関連

する要望に関し、概要をまとめてみました。 
度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。本資料は、岡三証券が信頼できる

判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 

 平成 21 年度税制改正要望の概要 

確定拠出年金（以下「ＤＣ」）制度において、掛

の拠出時および給付時等に税制の優遇措置がと

れていることから、ＤＣ制度の改正と税制改正

間には大きな繋がりがあります。ＤＣ制度に関

する要望が、「金融庁」、「厚生労働省」、「経済

業省」の 3省庁から提出されています。 

． 拠出限度額の引上げ 

拠出限度額の引上げに関しては、3 省庁から提

されています。いずれも具体的な数字を挙げて

いませんが、ＤＣ制度を通じた老後の所得保障

能の充実を強化するため、資産形成の促進のた

、拠出限度額の引上げを要望しています。 

現行のＤＣ制度の掛金拠出限度額については、

下図をご参照ください。 

． 企業型ＤＣにおける個人拠出の容認 

いわゆる企業型ＤＣにおけるマッチング拠出の

とです。これに関しては、3 省庁いずれも要望

提出しています。事業主からの拠出に個人から

拠出を上乗せし、受給時の給付額をより厚くし

うという試みです。日本のＤＣ制度は、アメリ

の制度を手本として導入されましたが、本家ア

リカにおいては、個人拠出が基本であり、その

乗せとして企業がマッチング拠出をしています。  

確定給付企業年金などにおいては、事業主拠出

基本とし労使合意の下、従業員にも掛金の拠出

可能なケースもあります。老後の所得保障のあ

方として、企業年金以外での自助努力の必要性

 企業型ＤＣにおける掛金拠出の実態は、若年層

において拠出限度額より低い水準となっているこ

とから、老後の所得保障機能を充実させるため、

ＤＣを通じた投資を拡大するためにも、企業型Ｄ

Ｃにおける個人拠出の容認を要望しています。 

３． 個人型ＤＣの加入対象者の見直し 

ＤＣ制度は、企業型ＤＣを中心として位置付け

られており、民間サラリーマンが個人型ＤＣに加

入できるのは、企業型ＤＣを実施しておらず、か

つ、企業年金（厚生年金基金・税制適格年金等）

を実施していない企業にお勤めの場合についての

みとなっています。こうした加入対象者の見直し

について、「金融庁」、「厚生労働省」から要望が提

出されています。 

いずれも、従来から税制改正要望として出され

ている内容であり、目新しさは見受けられません

が、このような改正により、ＤＣ制度の充実が図

られることに期待したいと思います。 

                   以 上 

新設

企業年金

のみ

４．６万円

企業年金

なし

２．３万円 １．８万円

企業年金

なし

６．８万円
加入可能に

ＤＣの毎月の拠出限度額と税制改正要望事項

　　個人型ＤＣ（本人拠出）
　企業型ＤＣ
（事業主拠出）

企業年金

あり

自営業者民間サラリーマン

個人拠出
上乗せを可能に

※各省庁ＨＰを参考に岡三証券にて作成

引上げ

個人拠出

引上げ
引上げ

引上げ

た､本資料に記された意見や予測等は､資料作成時点での岡三証券の判断であり､今後予告なしに変更されることがあります。

岡三証券は確定拠出年金（ＤＣ）の運営管理機関です（登録番号６６７）。 


